
徳島うずしお被災者支援フォーラム
～ひろげよう！官民連携による「被災者支援の輪」～

災害中間支援組織の設立とネットワークの充実

名称：特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
英名：Japan Voluntary Organizations Active in Disaster
略称：JVOAD（ジェイボアード）

事務局長 明城徹也
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災害支援の文化を創造する



災害中間支援組織について
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Japan Voluntary Organizations Active in Disaster の事業概要

JVOAD設立の目的
・災害時の被災者支援活動が効果的に行われるよう「連携の促進」と「支援環境の整備」を図る
・活動を通じて将来の災害に対する脆弱性の軽減へ貢献

 活動内容

 これまでの経緯
2013年 7月 第一回広域災害調整期間設立に関する準備会開催

2015年 9月 関東東北豪雨災害対応 常総市における官民の支援調整
2016年 2月 災害時の連携を考える全国フォーラムを実施、以降、毎年開催
2016年 4月 熊本地震災害への対応
2016年 6月 JVOAD設立総会開催、東京都へNPO法人の申請提出
2016年11月 NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク設立
2017年 7月 九州北部豪雨対応の実施
2019年 5月 内閣府との「タイアップ宣言」
2018年 6月 大阪北部地震・西日本豪雨・北海道胆振東部地震の対応実施
2019年 9月 台風15号（房総半島台風）
2019年10月 台風19号（東日本台風）
2019年12月 東京都より、「認定NPO法人」の認定を受ける

・被災者・住民・地域のニーズと支援状況の全体像を把握
・支援団体などへの情報共有と支援団体間のコーディネーション
・支援を実施するための資金・人材などが効果的に投入されるための
コーディネーション
・復旧・復興に向けた支援策の提言および支援全般の検証

・NPO / ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ｾﾝﾀｰなど市民ｾｸﾀｰとの連携強化
・産官民などのセクターを超えた支援者間の連携強化
・地域との関係構築と連携強化
・訓練/勉強会/全国ﾌｫｰﾗﾑなどの実施

災害時 平常時

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

2020年 7月 令和2年7月豪雨
2021年 2月 福島県沖地震
2021年 7月 静岡での大雨
2021年 8月 佐賀、福岡などでの大雨
2022年 3月 福島県沖地震
2022年 9月 台風15号
2023年 5月 能登半島地震

7月 福岡、佐賀、秋田などでの大雨
 9月 台風13号
2024年 1月 能登半島地震
 9月 奥能登豪雨
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4JVOADの活動

被災者支援
コーディネーションの確立
日本のどこで災害が起きても支援の
コーディネーションが行われる

都道府県域の災害中間支援組織
との関係強化

・ 災害中間支援組織全体会の開催

・ （テーマ別の協議）

・ そなえ基金を活用した事業

・ 都道府県からの講師依頼への対応

・ 内閣府官民連携モデル事業への協力

被災者支援コーディネーション
ガイドライン作成・周知

•「被災者支援コーディネーションガイ
ドラインの更新

•各地の研修などでの周知

・ 災害支援NWの構築手引き作成
・NW構築サポート

都道府県域NW構築

コーディネーター育成

•コーディネーター育成研修の実施

•子ども支援WGが行う研修への協力

支援の裾野を広げる

・第8回全国フォーラム開催
・勉強会
・企業との協業

災害支援団体との連携強化

•専門委員会の開催

•支援の担い手育成

•内閣府避難生活L／S研修への協力
全国域の組織とのNW強化

・全社協研修への協力
・全国組織との協働
・イベントの協力

災害対応

・能登半島地震への対応継続
・新たな災害への対応

訓練の実施

•都道府県域・全国域の三者連携訓練

•自治体が行う訓練への協力

活動を支える仕組み

•内閣府、防災庁設置準備室との協議

•災害中間支援組織同士の応援体制構築
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【災害ボランティア活動支援対策の検証】

東日本大震災においては、海外で活動を展開する資金規模が大きいNPO/NGOと行政の連携による被災
者支援が、炊き出し・応急仮設入居者への生活物資（スターター・パック）の提供、学用品の提供などにおい
てみられた。資金・人員の点においても規模が大きく、かつ被災市町の情報に詳しいNPO/NGOと行政との連
携による被災者支援は、迅速に被災者支援を届けることができるという点で有効であった。しかしながら、災
害発生前からNPO/NGOとの連携調整の仕組みが構築されていたわけではなく、宮城県においては、海外
の災害における支援調整の実績を持つNPOが中心となり、また、石巻市においては、当初は阪神・淡路大地
震や中越地震での被災地支援の実績があるNPOが中心となり、その後、石巻市災害復興支援協議会が設
置され、調整が行われた。今後の災害に備えるためには、災害ボランティアセンターを通した、個人ボランテ
ィアの受入調整の仕組みとは異なる、NPO/NGOの受入調整を行うための仕組みを新たに構築する必要
がある。（P660）

宮城県の災害対応検証

※参照 宮城県（2012）「東日本大震災－宮城県の6か月間の災害対応とその検証－ 」



NPO等 ： 熊本地震では、約300団体が活動

情報共有会議： 熊本地震支援団体「火の国会議」

三者連携 ： 熊本県・熊本市＋社協＋NPO連携会議

災害中間支援組織： くまもと災害ボランティア団体ネットワーク（KVOAD）

熊本地震が、日本の災害対応を進化させたきっかけ

情報共有会議の様子（2016年熊本地震）
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被災者支援の全体像（14分野×時間）

発災 → 3か月 → 半年 → 2年

①在宅
（調査、移動、家屋、健康、経済、個別ケース）
②避難所
（調査、運営（環境整備など））

③応急仮設住宅
（環境整備、移動、見守り、生きがい、個別ケース）

④災害公営住宅
（環境整備、見守り、個別ケース）

⑤食と栄養
（食材、食事、調理環境、個別ケース）

⑥子ども
（居場所、ストレス・メンタルケア、施設再開な
ど）⑦物資
（衣料、消耗品、家電、備品）

⑧保健医療福祉/要配慮者
（ケース、環境整備、物資など）

⑨外国人
（多言語発信、翻訳・通訳、調査）

⑩ペット
（食料、飼育用品、住み分け、健康管
理）⑪家屋保全
（床下、壁、屋根、カビ、土砂、貴重品、法面）

⑫暮らしの再建
（相談、ケース、経済、物資、転居、写真）

⑬コミュニティ形成
（施設、備品、場、まちづくり、文化・芸術、お祭り）

⑭生業
（農業、商店、事業所、販促、イベント）

被災者の生
活の場所ごと
の分野

被災者の課
題ごとの分野

避難生活
を支える

生活を
再建する

地域の
賑わい

※ジェンダーに関して上記のあらゆ
る領域に関係していることにも留

意する必要がある。

※災害によっては、市町村域・都道
府県域を超える「広域避難」への対
応が必要となるケースもある。
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生活環境改善 日常生活を取り戻す 医療・看護

要配慮者への支援 足湯・困りごと把握 多目的スペースの確保

炊き出し ペット 運営・ミーティング

【避難所】
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NPO等による支援活動の事例
活動イメージ①



スポーツ体験

必要な場所に届ける 倉庫設置 避難所⇒仮設

【こども】 【障がい者】

【物資】 【引越し】

プレイルーム運営 ストレス発散
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NPO等による支援活動の事例
活動イメージ②



【仮設住宅】

見守り 集会場備品 生活必需品 家電支援

車座トーク 仮設住宅サロン 貴重品取り出し

【地域づくり・コミュニティ活動】

【情報支援】

【重機】

【ボランティア啓発】
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NPO等による支援活動の事例
活動イメージ③



屋根の対応

【被災家屋への技術的な支援】

©DRT JAPAN

家屋の応急処置

重機を使った支援

©DRT JAPAN

©OPEN JAPAN

床下の対応
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NPO等による支援活動の事例
活動イメージ④



熊本地震での「調整」の取り組み 支援調整
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◼ 避難所支援

⚫ 運営支援の調整（益城2団体、嘉島1団体、熊本4団体）

⚫ 生活環境調査の実施（県域：避難所118ヵ所）と環境改善（御船、宇城、益城）

⚫ 避難所集約、閉所に向けたサポート（嘉島町、熊本市）

⚫ 避難所への炊き出しの調整（益城町）※「NPOくまもと」にて実施

◼ 物資支援

⚫ 物資倉庫（県借上げ）の管理

⚫ NPO等を通じた義援物資の調整（県域：70品目以上）

◼ 仮設住宅支援

⚫ 集会場への備品支援の調整（県域）

⚫ 地域支え合いセンターとNPOの連携促進

⚫ 仮設住宅等への支援団体の調整（県域）

⚫ 仮設住宅等への家電支援の調整

◼ その他
⚫ 県外避難者支援

⚫ 被災者支援に関する制度の理解促進、アドボカシー（公費解体、バリアフリー対応など）



防災基本計画（2025年7月）
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３ 国民の防災活動の環境整備 (2) 防災ボランティア活動の環境整備・連携体制の強化

・国〔内閣府，消防庁，文部科学省，厚生労働省等〕及び市町村（都道府県）は，ボランティアの自主性
を尊重しつつ，日本赤十字社，社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに，災害中間支援
組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図るもの
とする。また、災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよう、国〔内閣府〕は、被災者援
護協力団体の登録及びそのデータベースの整備を進めるとともに、国〔内閣府〕及び地方公共団体は、
登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、活動環境の整備を図るものとする。

・国〔内閣府、消防庁、文部科学省、厚生労働省等〕及び市町村（都道府県）は、防災ボランティアの活
動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平時の登録、ボランティア活動や避難所
運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体
制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等に
ついて整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓
練を通じて推進するものとする。

・国〔内閣府〕は、平時から全国域において活動を行う災害中間支援組織である指定公共機関〔特定
非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）〕と連携し、情報共有会議の開
催や訓練・研修等を通じて、災害時における官民連携体制の強化を図るものとする。



NPO等NPO等 社会福祉協議会

被災者支援のための行政・社協・NPO等の「三者連携」の必要性

被災者の困りごとや
ニーズ

災害中間支援組織 災害ボランティアセンタ－

行政

国・都道府県

市町村

それぞれのリソースを

持ち寄り、連携・協働

情報共有・調整が重要

被災地内外から

支援に関わる

NPO、企業等の組織

ボランティア活動を

希望する個人等

出典：内閣府作成資料にJVOAD加筆
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分野 一般ボランティア（災害VC） NPO等

被災家屋 （ニーズ把握）
土砂出し、家財出し、片づけ・清掃

重機での土砂等、床・壁・屋根の応急措置
廃棄物の分別・回収、住宅再建の相談・講習会

避難所 アセスメント、物資、環境整備、炊出し、
サロン傾聴、ジェンダー的配慮、ペット、運営

在宅避難者 実態把握調査
物資、家電、食事

仮設住宅 引越し、物資・家電、集会場、
公民館への備品、サロン、見守り支援

生業支援 農地からの土砂・廃棄物等撤去
商店街の片づけ・清掃、資機材

要配慮者 福祉施設への支援、相談支援・資金支援
こどもの居場所・学習支援、学用品など、
翻訳・通訳

※NPO・NGO等の支援は、行政のそれぞれの分野の担当部署との連携・調整は不可欠。
地域防災計画、受援計画の想定は、こうした分野の連携を想定した計画になっているか？

災害VCでの対応範囲

は限られていることが
多い

しかし、
災害VCには住民から

多様なニーズが寄せら
れる

災害VCで対応できない

ニーズをどうつなぐか
も重要な役割

多
様
な
ニ
ー
ズ

多
様
な
支
援
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一般ボランティアとNPO等による支援
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【穴水町】NPO等と連携したセントラルキッチン方式による炊き出しの実施

○ 穴水町では、避難生活が長期化する中で、避難者に栄養バランスの取れた食事を提供するため、町有施設の厨
房を活用した仮設セントラルキッチンを整備し、ここを拠点として炊き出しを実施。（2月27日～）

○ 持続的な運営形態を確保するため、地元料理人を雇用するとともに、資機材・食材費・人件費等には災害救助
費を活用。

○ 準備にあたっては、すでに穴水町で炊き出しを行っていた県外のNPOやボランティア料理人が町役場に全面的
に協力。

＜取組のポイント＞
・セントラルキッチンは、市内の「林業センター」の厨
房を活用。冷蔵庫、鍋・釜等の資機材を新たに購入。

・料理人は、被災した町内飲食店の雇用創出も兼ねて、
地元飲食店組合の事業者から募集。運送スタッフも雇用。

・献立は、町の管理栄養士が、支援物資（アルファ化米
や缶詰）も活用して立案。食材は、地元スーパーから調
達。

・町内の避難者（避難所、在宅）全体の配食計画を検討
し、小規模避難所や在宅避難者向けにも配食を実施。

・町役場主導の取組だが、NPO（レスキューストック
ヤード）、県外のボランティア料理人らが全面的に協力。
また、災害救助費の活用について内閣府リエゾンが助言。

＜取組状況＞（3月6日時点）
・全10人程度の料理人が、5人程度/日のシフト制で従事。
・毎夕150食程度を調理。避難所及び集会所等（在宅避
難者向け拠点含む）の約5～10カ所に配達。

・NPOが支援していた避難所からも炊き出し・配送を実
施。

・穴水町内での自衛隊の炊き出しは3月3日で終了。

業務委託
＋町の管理栄養士によ
る
献立提供、資機材購

入

※町飲食店組合の炊き出しのみでは
行き届かない避難所・在宅避難者
については、従来通り、ボラン
ティア・NPO等による炊き出しを
実施

穴水町
社協

穴水町
役場

町飲食店
組合

NPO
ボラン
ティア

避難
所

避難
所

集会所
（在宅避
難者）

避難
所

『セントラルキッチン』

集会所
（在宅避
難者）

開設準備への助
言・協力

町と外部NPO等と
の連携の促進

セントラルキッチンでの炊き出しの様子

町役場での福祉・炊き出し関係者の打合せ

料理人
運送ｽﾀｯ
ﾌ

雇用
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出典：内閣府



出典：石川県HP 19



• 避難所運営に関する課題（食事、寝床など含）

• 屋根・ブルーシートの課題（地震） 

• 床下の対応に関する課題（水害）

• 土砂撤去／解体に関する課題  

• 仮設住宅の規格・利用方法に関する課題 

• 農業支援に関する課題    

• 外国人支援に関する課題  

• 物資に関する課題 

• 在宅被災者に関する課題

• ・・・

支援の担い手が不足

繰り返される被災地の課題
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支援の共通認識が不足

支援の調整力が不足
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被災者支援コーディネーションを担う 「災害中間支援組織」



災害中間支援組織 全体会 令和７年度 第３回 次第 １０/２７（月） 10時～12時

22福祉医療機構 社会福祉振興助成事業 令和7年度 モデル事業

時刻 時間 内 容

１０：００ ５分 始めの挨拶

１０：０５ ２０分 次第１ ： 被災地の災害中間支援組織からの報告

１０：２５ ６０分

次第２ ： 災害中間支援組織に関する国動きについて/意見交換

■目的
災害中間支援組織に関係する国の動きについて、全体で意見交換をしながら提言等に繋げてい
ければと思っています。今回は具体的な動きが見えている下記のテーマを取り上げます。

■テーマ
避難生活支援リーダー・サポーター研修の自走に関する災害中間支援組織への期待について
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/hinanseikatsusien.html

■意見交換の流れ →  3、４枚目のスライドをご参照ください。

１１：２５ １５分
次第３ ： JVOADからの共有
・WAM事業/全国域の三者連携、次回の全体会、全国フォーラム、スマートサプライ、NWの手引き等

１１：４０ ２０分
次第４ ： 各組織からの共有、報告など ★事前に下記にご記入ください。
https://docs.google.com/presentation/d/1Ls7r8e2jcirGR_7XdSx1tdWR8f_rIZNnwblkQEuEQDs/edi
t?slide=id.g38dd7859b3e_0_0#slide=id.g38dd7859b3e_0_0

１２：００ 終りの挨拶

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/hinanseikatsusien.html
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/hinanseikatsusien.html
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/hinanseikatsusien.html
https://docs.google.com/presentation/d/1Ls7r8e2jcirGR_7XdSx1tdWR8f_rIZNnwblkQEuEQDs/edit?slide=id.g38dd7859b3e_0_0#slide=id.g38dd7859b3e_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1Ls7r8e2jcirGR_7XdSx1tdWR8f_rIZNnwblkQEuEQDs/edit?slide=id.g38dd7859b3e_0_0#slide=id.g38dd7859b3e_0_0


「災害中間支援組織」について

防災基本計画：

「ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織」

23

災害中間支援組織：

「被災者のため、自発的かつ組織的に支援を行うＮＰＯ等
の活動をサポートし、行政・社協・ＮＰＯ等などのセクター
間の連携を進め、課題解決のための被災者支援コーディ
ネーションを行う組織」



●被災者支援コーディネーションの定義（本ガイドラインでの定義）

「被災者支援は、行政・社協・ＮＰＯ等、それぞれが役割を担い、各地で主体的に進められる。しかし、それぞ

れが独自に活動を展開するだけでは、支援の「もれ・むら」が生じる。そこで、平時から支援関係者の連携促

進に取り組み、災害発生後はその連携を活かして、被災者のニーズと支援の全体像を把握・共有し、被災現

場における活動を支援するとともに、課題解決に向けた調整を行う。」

●被災者支援コーディネーションの機能

１.連携を促進する

２.全体像を把握する

３.活動を支援する

４.課題を解決

●解説

・被災者支援コーディネーションは、行政・社協・災害中間支援組織が連携して行うものと考える。

・都道府県域によっては三者の体制や役割分担（グラデーション）はさまざまな形がある。

・三者が連携しコーディネーションの太い柱が形成されることが重要である。

●被災者支援コーディネーションで目指すもの

・コーディネーションが機能することにより、支援の「もれ・むら」が起きず、被災者が尊厳のある

生活ができ、さらには将来的に災害に強い地域づくりにも貢献することを目指す。

被災者支援のコーディネーション 章ごとの説明

第３章 被災支援コーディネーションとは

24



『三者連携訓練』



『被災者支援コーディネーター養成研修』

＠福島

＠宮崎 ＠沖縄



災害支援ネットワークについて
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※出典：内閣府

令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について（概要）

６．多様な主体の連携などによる支援体制の強化

〇NPOや民間企業が災害対応に積極的に参加・・・
 
８．引き続き検討および取り組むべき事項

〇大規模災害にあらゆる主体が総力戦で臨む・・・
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災害中間支援組織と災害支援ネットワークとの関係性
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コーディネーションの仕組みづくり
（ステークホルダーとの関わり）

全社協、支援P

内閣府防災

都道府県域
災害中間支援組織

専門委員会、
ワーキンググループ、

会員
（技術系、避難生活、
子ども支援、など）

・関係省庁

・27都道府県で設置
・災害中間支援組織全体会

・都道府県内の三者連携、
NPO・企業等のネットワーク・社協NW、災害福祉支援NW、

・中央共募、経団連など

・災害支援のスキルを
もったNPO等

・分野別コーディネーション
・分野別担い手育成

・都道府県域
コーディネーション

・運営委員、理事
・災害VC研修 

・定例ミーティング
・指定公共機関に指定

災害支援に関わる
全国組織

・日本赤十字社、日本青年会議所
・日本生活協同組合連合会、
・日本YMCA同盟、日本NPOセンター
・震災がつなぐ全国ネットワーク、
・ジャパンプラットフォーム、シェアリングエコノミーなど





【県】
・地域防災計画の修正
・広域受援計画の策定
・災害対策本部訓練
・NPO等との連携研修

災害対策本部訓練（2019年9月
）

災害対策本部会議（2019年10月）

災害時の連携を考える長野県フォーラム（2021年1月）

【NPO、社会福祉協議会等】
・長野県災害時支援ネットワークの構築
・災害時の連携を考える長野県フォーラム
・研修等

都道府県域での取り組み

①ネットワーキング ②人材育成
③コーディネーション

体制整備 32



能登半島地震における市町の情報共有会議での主な話題

【1月】

物資拠点の設置
仮設トイレ、風呂の状況
車両証の発行

災害VC設置に関して
2次避難の課題
避難所での感染症

車中泊避難者への支援
外国人支援
ペット避難
避難所情報の共有

屋根などの緊急修理制度
食事支援、給水支援

在宅避難者
被災家屋への技術系の支援
生活再建への懸念

道路啓かい
避難所の環境改善
衛星通信設備の貸し出し

学校再開・給食の課題
貴重品の取り出し

【2月】

仮設住宅への入居
子どもの居場所づくり
災害VC活動

文化財救出
炊き出し支援調整
福祉施設の入浴・食事の課題
ペット避難のトレーラー設置
健康相談
避難所の物資支援の課題
廃棄物回収に関する課題

在宅避難者支援拠点整備
避難所での炊き出し
洗濯の支援
支援団体リスト作成
避難所と街中の移動手段
罹災証明の発行状況
仮設住宅の入居説明会

仮設住宅への家電支援
シャワー・散髪支援
不審車両
ゴミ捨て場
支援制度の情報提供、制度説明会
給食支援

【3月～4月】

セントラルキッチン・配食
災害廃棄物の搬出計画

避難所への家電支援・食事支援
仮設住宅でのペット支援
避難所での貴重品保管
土砂の捨て場の仮置き場開始

廃棄物の集積所の増加
自衛隊食事提供の撤収
対口支援の撤収
放課後子ども教室
仮設住宅の追加建設

避難所への冷凍食・総菜の提供
病院支援
弁護士による制度相談

公費解体
救助法による炊き出し費用補填

仮設住宅の環境整備
宅地内配管の課題
在宅避難者への物資

地域支えあいセンター募集



徳島県では・・・

①ネットワーキング ②人材育成
③コーディネーション

体制整備 34

これまでに、県や県社協が積極的に連携体制づくりに取り組んできて
いた。 更に、近年では、

・スフィア基準の研修
 被災者の尊厳ある生活を営む権利、支援を受ける権利が確保される
 被災者の苦痛を軽減するために、あらゆる手段を尽くせるようになる

・災害ケースマネジメントの取組
 被災者の早期の生活再建を図るためには、被災者一人ひとりに寄り添った

きめ細やかな支援

・災害中間支援組織の設置
「誰一人取り残さない被災者支援」を目指して



把握 支援の充実
生活再建

（うまく解消）

【生活環境の改善】
・避難所生活
・仮設住宅
・家屋保全
・ライフライン
・災害廃棄物の除去
・公共施設の復旧
・福祉施設の復旧
・農地の復旧
・事業所の復旧
・・・

【サービス】
・医療福祉
・食事の提供
・子どもの居場所
・見守り、サロン
・相談
・移動、買い物
・情報
・文化、お祭り
・仕事、生きがい
・・・

【場所】
・指定避難所
・福祉避難所
・自主避難所
・在宅、車中泊
・親戚知人宅
・仮設/公営住宅
・広域/県外避難
・施設
・・・

【被災者】
・高齢者
・障害者
・乳幼児、子育て
・外国人
・困窮
・ペット連れ
・LGBTQ⁺
・他支援が必要な方

・・・

・被災した人が、どこで、
どのような状態でいるか？
【調整】支援が必要な人・場所
の把握ができているかの確認と
把握のためのアレンジ

・被災者が、必要な支援が受けられて
いるか？
【調整】把握された被災者に対して、
どのような支援が行われているかの確
認と支援を届けるためのアレンジ

被災者支援（支援の漏れを防ぎ、効率的な被災者支援を実施するためには）

把握する力？ 必要な支援は届けられているか？

・行政
・民間（NPO、ボランティア）

・行政（法律、制度）
・民間（NPO、企業、ボランティア）



災害中間支援組織と災害支援ネットワークとの関係性
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